
 

「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-農業分野の基準について-」の一部改正について 

 

令和４年１０月２０日 

 

 

「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-農業分野の基準について-」について、今般、下記のとおり必要な改正を行いましたの

で、公表します。 

 

記 

赤字が修正部分 

通し 

番号 

該当ページ 

（改正後） 
改正箇所 現行 改正 

1 P.12 第３ 特定技能雇用

契約の適正な履行

の確保に係る基準 

【関係規定】 

告示（１号のみ） 

告示 

農業分野に係る特定技能雇用契約及び１号特定技能外国

人支援計画の基準等を定める 省令第２条第１項第１３号

及び第２項第７号に規定する告示で定める基準は、特定

技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次の

いずれにも該当することとする。 

 

一  出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９

号）別表第１の２の表の特定技能の項の下欄第１号に

掲げる活動を行おうとする外国人を労働者派遣（労

働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者

の保護等に関する法律（昭和６０年法律第８８号。以

下「労働者派遣法」という。）第２条第１号に規定する労

働者派遣をいう。以下同じ。）の対象とするものではない

告示 

農業分野に係る特定技能雇用契約及び１号特定技能外国

人支援計画の基準等を定める 省令第２条第１項第１３号及び

第２項第７号に規定する告示で定める基準は、特定技能雇用契

約の相手方となる本邦の公私の機関（第１号にあっては、当

該機関が法人である場合は、当該機関又はその業務を執

行する役員）が次のいずれにも該当することとする。 

一  出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９

号）別表第１の２の表の特定技能の項の下欄第１号に掲げ

る活動を行おうとする外国人を労働者派遣（労働者派遣

事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関

する法律（昭和６０年法律第８８号。以下「労働者派遣

法」という。）第２条第１号に規定する労働者派遣をいう。

以下同じ。）の対象とするものではない場合にあっては、労



場合にあっては、労働者を６月以上継続して雇用した経

験を有すること。 

働者を６月以上継続して雇用した経験又はこれに準ずる

経験を有すること。 

2 P.13 第３ 特定技能雇用

契約の適正な履行

の確保に係る基準 

【農業分野の固有の

基準（告示）】 

［雇用経験等］ 

○１つ目 

○ 農業者等が特定技能所属機関として１号特定技能外

国人を直接雇用する場合、当該農業者等は、過去５年

以内に同一の労働者（技能実習生を含む。）を少なくと

も６か月以上継続して雇用した経験がなければなりませ

ん。 

○ 農業者等が特定技能所属機関として１号特定技能外

国人を直接雇用する場合、当該農業者等は、過去５年

以内に同一の労働者（技能実習生を含む。）を少なくとも

６か月以上継続して雇用した経験（法人の場合、業務を

執行する役員が個人事業主として雇用した経験も含まれ

ます。）又はこれに準ずる経験がなければなりません。 

3 P.13 ○２つ目 （新設） ○ これに準ずる経験とは、過去５年以内に６か月以上継

続して労務管理に関する業務に従事した経験をいいま

す。 

これに当たり得るものとしては、子が農業経営を行う親

の下で労務管理に関する業務を行っていた場合や労務

管理に関する業務の経験がある農業法人の従業員が新

たに独立する場合等が想定されます。 

 

4 P.18 

 

第４ 適合１号特定

技能外国人支援計

画の適正な実施の

確保に係る基準 

【関係規定】 

告示（１号のみ） 

告示 

農業分野に係る特定技能雇用契約及び１号特定技能

外国人支援計画の基準等を定める省令第２条第１項第１

３号及び第２項第７号に規定する告示で定める基準は、特

定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次

のいずれにも該当することとする。 

 

 

一 出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３

１９号）別表第１の２の表の特定技能の項の下欄第１

告示 

農業分野に係る特定技能雇用契約及び１号特定技能外

国人支援計画の基準等を定める省令第２条第１項第１３号

及び第２項第７号に規定する告示で定める基準は、特定技

能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関（第１号にあ

っては、当該機関が法人である場合は、当該機関又はその

業務を執行する役員）が次のいずれにも該当することとす

る。 

一 出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１

９号）別表第１の２の表の特定技能の項の下欄第１号



号に掲げる活動を行おうとする外国人を労働者派遣

（労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労

働者の保護等に関する法律（昭和６０年法律第８８

号。以下「労働者派遣法」という。）第２条第１号に規

定する労働者派遣をいう。以下同じ。）の対象とする

ものではない場合にあっては、労働者を６月以上継

続して雇用した経験を有すること。 

 

に掲げる活動を行おうとする外国人を労働者派遣（労

働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者

の保護等に関する法律（昭和６０年法律第８８号。以

下「労働者派遣法」という。）第２条第１号に規定する

労働者派遣をいう。以下同じ。）の対象とするものでは

ない場合にあっては、労働者を６月以上継続して雇用

した経験又はこれに準ずる経験を有すること。 

 



5 分野参考

様式第 11

－1号 

 

 
 

 

 


